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第２章 上位・関連計画における位置付け

２－１ 嬉野市総合計画-後期基本計画（平成 26 年３月） 

まちづくり

の将来像 

歓声が聞こえる嬉野市 

基本目標 1.世代をこえて住み続けるまち 

2.個性輝く魅力あふれるまち 

3.活力のある自治先進のまち 

4.みんなで創る自立のまち 

立地適正化計画に関連する方策等 

都市計画 現状 

都市計画区域・用途地域の有無によって異なる土地利用等の法整備、

道路や公園などの社会資本整備に関する施策、整備水準の均衡ある

発展が必要である。 

主要施策 

都市計画区域や用途地域の拡大見直しを検討 

嬉野温泉駅周辺の土地区画整理事業の推進 

嬉野医療センター跡地の有効利用 

都市計画施設の整備を推進し、市民の安全と利便性の向上 

土地利用 主要施策 

嬉野市国土利用計画に基づき、計画的な土地利用の推進 

塩田町における都市計画区域の指定を推進 

土地利用に関する関係法等を適用し、土地利用の適正化を推進 

土地区画整理事業の面的整備により住環境と公共施設の整備を図る 

都市計画道路や公園など都市施設の計画的な充実を図る   等 

道路・交通 現状 

路線バスは、利用者の減少が顕著となっており、今後も少子化の進

行に伴い利用者の減少が予想される。しかし、高齢者の通院や児童、

生徒の通学の手段の確保が必要不可欠である 

主要施策 

国道 34 号、498 号の道路拡幅、交差点改良、歩道設置等の整備を

促進 

主要地方道、一般県道の道路拡幅、歩道設置等の整備を促進 

高齢者や学生等の交通手段の確保のため、バス路線の維持運営を支

援し、交通空白地帯の解消 

路線バスの見直しや広域基幹バス路線の充実、インターチェンジ・

高速バスと温泉街の循環バスの検討、乗合タクシー運行事業等を通

じて新しい公共交通体系の確立を目指す         等 
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２－２ 嬉野市都市計画マスタープラン（平成 24 年６月） 

基本理念 集約と連携による新しい嬉野市の構築 

将来の都市像 誘う・魅せる・親しむまち 嬉野 

立地適正化計画に関連する方策等 

都市軸 

（ネットワーク） 

広域連携軸 

長崎自動車道、九州新幹線西九州ルート 

都市間連携軸 

国道 34 号、国道 498 号、（主）佐世保嬉野線、（主）鹿島嬉野線 

地域間連携軸 

（主）嬉野塩田線、（県）大木庭武雄線 

土地利用骨格 

（ゾーニング） 
◆市街地形成ゾーン 

嬉野温泉を中心とした既存市街地と、塩田津伝建地区及び塩

田庁舎周辺部を市街地形成ゾーンとして位置づけ、都市機能

の集約を図り、市街地の拡散を抑制する。ただし、これらの

市街地以外の地域においても既に市街地と同様の都市機能立

地が進んでいることから、都市活動拠点とその周辺部で構成

した市街地形成の誘導区域を設定し、コンパクトなまちづく

りを推進する。 

嬉野温泉を中心とした既成市街地と嬉野温泉駅周辺部、及び

嬉野Ｉ.Ｃ.周辺部については、「広域都市交流の拠点エリア」

と位置づけ、既存市街地における都市活力の活性化を目的と

した土地利用用途の再構築と、嬉野温泉駅と嬉野Ｉ.Ｃ.が有す

る開発ポテンシャルの効果的な活用によって、都市機能立地

と都市的土地利用の集約化誘導を図る。 

塩田津伝建地区を含む塩田庁舎周辺の市街地相当の地区と久

間工業団地、並びにこの間を結ぶ国道 498 号の沿道について

は、現状を踏まえ、「地域文化創造の拠点エリア」として位置

づけ、歴史的町並み整備等と連携した土地利用形成を図る。 

◆田園環境共生ゾーン 

塩田川流域において農業を中心に生活圏が形成されてきた地

域においては、優良農地やこの地域の特徴である棚田など自

然と共生した田園生活環境の保全に努めるとともに、都市拠

点の位置づけ・配置を踏まえ、居住空間や生活基盤の整備を

進め、嬉野市の暮らしの特徴を活かした環境配慮型居住の維

持を図る。 

田園集落の中でも、国道 34 号や(主)鹿島嬉野線の沿道など都

市・地域交流のネットワーク上において一定の集積がみられ

る集落等については、市内地域間連携の中継点となることか

ら、地域コミュニティの形成・維持に向け、それぞれの位置

条件や特性・資源を活かしながら、土地利用を適正に誘導す

るエリア（「地域生活文化の連携エリア」/「里山生活文化の

拠点エリア」）として位置づけ、既成市街地を核とする「広域

都市交流の拠点エリア」と連携した土地利用形成を図る。 



第２章 上位・関連計画における位置付け 

5 

土地利用骨格 

（ゾーニング） 

つづき 

◆自然環境保全ゾーン 

豊かな緑を保ってきた山林については「森林自然の保全エリ

ア」として位置づけ、嬉野市の豊かな自然環境を守り育てる

とともに、「大茶樹」の周辺部や吉田川上流にみられる渓谷一

帯などについては、「自然観光交流の活用エリア」として位置

づけ、自然体験型レクリエーションや着地型観光の基盤とし

て活用する。 

丘陵地に広がる茶畑・果実畑など都市計画区域内の緑は、地

域が自然と共存し築いてきた文化的財産であることから、生

活環境の身近な緑として市民の憩いと安らぎの空間に活用す

るとともに、観光交流の資源として、保全だけでなく、積極

的に整備・開発するエリアとして位置づける。 

土地利用方針 ◆土地利用の方針 

嬉野温泉市街地の再生・活性化に向け、市街地・都市的用途

の無秩序な郊外分散を抑制し、コンパクトな土地利用誘導を

図る。 

嬉野温泉駅周辺部や嬉野Ｉ.Ｃ.周辺部において、広域交流の結

節点としての特性を活かし、都市の活力を創造する土地利用

を図る。 

塩田庁舎周辺部においては、地域の文化と調和した良好な住

環境の形成に向け、適正な土地利用誘導を図る。 

市民の生活・都市活動の場となる市街地等については、良好

な環境・景観の形成や、がけ崩れや水害などの自然災害に対

する防災対策に向け、適正な土地利用誘導を図る。 

◆土地利用形成の誘導方針 

塩田町内において既に市街化が進行している地域や、今後、

市街化の進展が予想される立地ポテンシャルの高い国道沿道

については、土地利用の適正な規制・誘導による健全な市街

地形成が必要であり、コミュニティや地形等の条件を踏まえ、

優先的に都市計画区域への編入を検討する。 

嬉野温泉駅の開業に伴い、広域交流拠点となる駅周辺部につ

いては、効率的な都市基盤整備と、さまざまな都市活動の展

開に向けた都市機能の立地誘導が求められており、嬉野市の

玄関口として相応しい街並み形成を図るため、適正な用途地

域を指定し、土地利用の計画的な誘導を図る。また、用途地

域外で進めてきた下宿土地区画整理事業地区についても、隣

接する市街地との整合を図りながら、適正な用途地域の指定

を行う。 
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図 将来都市構造
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２－３ 嬉野市国土利用計画（平成 22 年３月） 

基本理念 公共の福祉を優先とし、優れた自然環境と歴史的遺産の保全を図り

つつ、各地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、

健康で文化的な生活環境の確保と土地利用の均衡ある発展を図る 

立地適正化計画に関連する方策等 

基本方針 九州新幹線の整備効果を活かし、都市機能の集積、住宅地の整備等

による魅力ある市街地形成、保養型、滞在型、体験型の健康保養地形

成 

図 土地利用構想図
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２－４ 嬉野市地域公共交通総合連携計画（平成 21 年３月） 

計画の目標 1.広域基幹バス路線の充実 

2.地域生活交通の見直し 

3.通学交通における課題の検討 

4.インターチェンジ・高速バスと温泉街の循環バスの検討 

5.事業の持続的な運営 

6.交通結節点の検討 

7.地域交通の整理 

8.周遊観光の検討 

立地適正化計画に関連する方策等 

主要施策 自家用車利用者に対して公共交通の利用を促す呼びかけや、路線ご

との特徴に合わせた利便向上を探り、専門家などアドバイスを受け

ながら新たな公共交通の解説冊子や交通手段の乗り換え時刻表を

作成するなど『モビリティー・マネジメント※』を行うことを検討 

上久間線乗合タクシーの持続的な運営 

地域生活交通の再生（上久間線沿線以外の地域） 

公共交通空白地域等に新たな公共交通の導入 

※ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとは、交通問題を社会問題として捉え、市民に「かしこい車の使い方」をよびかける 

図 地域生活交通の見直し
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２－５ 嬉野市バス交通計画（平成 27 年３月） 

■嬉野市のあるべき公共交通体系 

既存バス路線や廃止路線代替バス沿線地域の乗合タクシー等により、市内全域から

中心市街地（嬉野温泉ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ）に公共交通機関でアクセスできる交通環境の確保 

嬉野温泉バスセンターと新幹線嬉野温泉駅および嬉野 IC 高速バス停留所を結ぶ循

環バスルートの設定 

嬉野温泉は宿泊・県外利用者が多いことから、嬉野温泉を起点とした滞在・周遊型

観光が展開される環境があり、広域的な観光地等へのアクセス手段として広域基幹

バスの利用促進を図る。 

嬉野温泉バスセンターと新幹線嬉野温泉駅、嬉野 IC バス停留所、嬉野市役所塩田

庁舎前バス停留所の 4 つの公共交通結節点を活かしながら、相乗効果が発揮できる

ように役割分担を行う。

＜嬉野市のあるべき公共交通体系のイメージ＞

佐世保 

波佐見 

武雄・有田 

武雄温泉 

志田焼 

塩田津 

肥前吉田焼 

長
崎
自
動
車
道 

福岡(高速バス) 

九
州
新
幹
線 

福岡・熊本・鹿児島 

嬉野市内公共交通
ネットワーク 

■嬉野温泉バスセンター 
【市民生活・観光サービスの拠点地区】 
・地域生活交通および広域基幹バス路線
の主要結節点・乗換え拠点 

・市民生活のサービス拠点 
・長崎街道と温泉を活かした観光交流の
拠点。周辺観光地への回遊拠点 

■新幹線嬉野温泉駅 
・新幹線利用者や嬉野医

療センターの利用者の
ための公共交通ターミ
ナル 

・嬉野温泉バスセンター
との連携によるサービ
ス機能の確保・魅力化 

嬉野温泉バスセンター 

大野原方面 

長崎 
(高速バス) 

長崎 

春日方面 

牛の岳方面 

塩田 

嬉野 IC 高速バス停留所 新幹線嬉野温泉駅 

吉田方面 

地域
生活 
交通 

川棚 

ハウステンボス 

上久間方面 

循環バス【湯めぐりバス】

■嬉野市役所塩田 
庁舎前バス停留所 

・バス乗換拠点 
・情報発信拠点 

長崎空港 

有明佐賀空港 

鹿島 

祐徳稲荷 

東彼杵 

大村湾 

広域基幹 
バス路線 

■嬉野 IC 
高速バス停留所 

・パークアンドライド
利用も含めた乗換え
拠点 

・高速バスと市内路線
バス等との乗換え利
便性を高める 

キリシタン史跡群・俵坂関所跡 

図 公共交通体系のイメージ図
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２－６ 嬉野市公共施設等総合管理計画（平成 28 年 12 月） 

■公共施設等の管理に関する基本的な考え方（⑤ 統合や廃止の推進方針） 

建築物については、人口減少等による施設需要の変化、隣接市町間や国県との共同

利用、民間への移譲、施設管理費用等を踏まえ、持続的な管理が可能な施設量へ見

直す 

施設の更新にあたっては、地域間の均衡、施設利用者のアクセス性、管理の効率性

を考慮するとともに、「日常的に利用する施設は地域ごとに、全市的に利用される

施設は中核的な地域（嬉野や塩田の中心地）に集約化」といった住民からの意見を

ふまえ、統合・複合化を推進 

インフラ施設は現状維持を基本とし、利用需要が著しく低下した施設については廃

止・縮小に努める

■総合的管理の体系

①
点
検
・
診
断
等

②安全確保 

③耐震化 

④長寿命化 

⑤統合や廃止 
廃止・譲渡（貸付）
統合・規模縮小 
複合化 

⑨管理体制の構築 

⑩ＰＰＰ／ＰＦＩの活用 

ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

維持管理・修繕 廃止・更新 ●
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

●
持
続
的
な
財
政
運
営

⑧コスト縮減／財源確保 

⑥利用者・社会ニーズに対応する機能確保 

⑦施設情報のデータベース構築 

■公共建築物削減目標等 

過去 5年間の
投資レベル 

458 億 約 150 億円
の不足 

長寿命化による更新
施設数の抑制  

372 億 

約 100 億 
人口減少分 

305 億 人口減少に合せた更
新施設の小規模化 約 30億 

人口の減少を
考慮した 
投資レベル

施設廃止、土地売却
民間との連携

約20億 

床削減目標 約 1.5 万㎡40 年間の
更新費用 40 年間の投資的経費 


